
令和4年度第1回運協
資料1

地域密着型サービス事業所の指定申請に係る資料

(国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい)

1指定地域密着型サービス事業所指定申請書写し

2地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項

3事業所平面図

4運営規程

5利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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様式第1号(第2条関係)

受付番号

4年 1月 27日

国分寺ポ長殿

指定地城密着型サービス事業所

指定地域密着型介護予防サービス事業所
指定介護予防支援事業所

ダー～、

仏をセS

指定ギ請書

i T�3'�w
ニフニノれ‘し巧

所在地東京都国分寺市泉町2-3-8

-レ-'レ'タダ 名称一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会

介護保険法第7s条の2第】項(第115条のi2第！項, 第115条の22第1項)の規定により, 申請します。

zン_---さ…ナ イッバンザイダンホウジンコクブンどシケンコウフクシサービスキヨウカイ

称

申

者

指
定
を
受
(サ

す
る
事
業
所
の

穂
類

介

名

主たる,務所

の所在地

一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会

(郵便番号185 ̶ 0024 )

束京都国分寺市泉町2-3-8

速絡先電話番号

法人の種別 _

代表者の氏

名・職名及び生

年月日

代表者の住所

フリガナ

称

-般財団法人

フリガナ

042-321-3531

八ダリヨウ

氏あ
羽田亮

FAX番号

法人所轄庁

職名

生年月日

042-321-3591

��がれま

名

所 f£ 地

コクプンジシコウレイシャザイタクサービスセンターフレアイ

国分寺市高齢あ-在宅サービスセンターふれあい

(郵便番号185 �<»"™�* 0024 )

束京都国分寺市泉町2-3-8

地
域

型
̃�

ビ

ス

同一所在地において行う事業等の種類

夜間対応型訪問

認知想対応型通所

小規模多機能型居宅

認知症対応型共同生活

実施事業

事業等開

始予定年

月B

既に指定を受け
ている事業の指

定年月日

介

介

�

介

護

護

護

護

地城密着型

介護予防

サービス

護

地域密着度特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護.小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

共生型地域密着型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対化；型共同牛活介護

0

令和4年

4月1日

添付様式

様式第2号

様式第4号

様式第7号

様式第9号

様式第10ウ

様式第11号

様式第12号

様式第14号

様式第！ 5号の2

予 ¦あ A: 援

様式第4号

様式第7号

様式第9号

様式第15号

地域包括支援センターの設置年月日(設置している場
合)

介護保険事業所番号 I

指定を受けている他市011‘村あ

医疲機関コード 等

概に指定を受けている場合)
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備考

1 「受付番号jの桐には, 記人しないでください。

2 「法人の種別」柵は, 申請者が法人である場合に, f社会福祉法人」「医療法人」「一般社団法人」「-般財団法人」’株式会社」「有

願会社j等の別を記入してください=

3 ‘-実施事業等j欄は, 今回の申請に係る事業等の種類に応じ, 談当する棚に0を記入してください。

4 ’実施事業等開始予定年月口j欄は, 今回の申請に係る事紫等の開始年月日を記入してください。

5既に指定を受けているき業の指定年月日j棚は, 介護保険法による指定事業者として指定された年月口を記載してください。

6 '介護保険事業所番号j欄は.既に指定を受けている場合に記入してください。

7 「医療機関コード等」欄は, 保険医療機関, 保険菓局, 老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード

等が付されている場合に記入してください。

8地域包括支援センターの設置の届出を既に行っている場合において, 既に市に提出している事項に変更がないときは, これらの

事項に係る申請書の記載又は書頻の提出を省略できます。
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俵式第15号の2 (第2条関係)

※受付番号

地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項

フリガナ コクブンジシコウレイシヤザイタクサービスセンターフレアイ

名称 国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい

(郵便番号185 nlI・ 0024》

事

業

所
所在地

東京都国分寺市泉町2-3-8

連絡先電話番号 042-321-3531 Fの番号 042-321-3591

当該事業の実施について定めてあ一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会定款

る定款, 寄附行為等の条文

併設事業所の種別’名称

フりガナ

氏名

第4条第1項

介護老人保健施設

居宅介護支援・訪問介護

住所

第9号

事業所番号
1357080823

1373100096

管

理

者

生年月日

当該地城密着型通所介護事業所で兼務する

他の職務(兼務の場合のみ記入)

国分寺市介護老人保施設

すこやか

兼務する職種及び

勤務時間等

看護職員

同一敷地内の他の事業所又は他の

施設の従業者との兼務(兼務の場

合のみ記人)

名称 事業所番号

、生活相談員

専従兼務

1 2

従業者の職種・員数

常勤(A)

¥常勤(A)

※基準上の必要人員(人)ぼタボ'ジy eゴ轉
※適合の可否 q-

食堂及び機能訓練室の合計面積

155.452m2

病院・診療所・訪問看護ステーションと連携

している場合の速携先

営業日

専従

IバJ

�r
じI

事務10時30分

介護職員

兼務 専従 兼務

1 1 2

3 2

軟ボ・� �
をおをお:-なぜ巧さで

1357080823

17t�30�-�'�
機能訓錬指導員

專従 兼務

1

3

ダず

基準tの必要数値

45m2以h

I V! -r

oT

※適合の可否

s']'

主
な
掲
示
事
項

営

禾Ij

業時

用定

利巧

間

員

料

単位ごとの営業日月.火.水.木*金.土

(国民の祝日、1月2日.3日、12月29日～31日除く)

単位ごとのサービス提供時間(送迎時間を除く )

③9:00～17:00 ②：～：③：～：
15人(地域密着14人・通所型サービスA1人)

(単位ごとの定員①15人②人③ 人)

法定代理受領分 負担割合証の割合に準ずる額

法定代理受領分以外 介護報酬公示額

教養娯楽費, お料購入費参加者に実費請求おむつ代実費請求

国分寺市

別添のとおり

その他の費用

通常の事業の実施地域

添付書類

備考

I※印の欄には, 記入しないでください。

2記入欄が不足する場合は, 適宜欄を設けて記入するか又は別様に記載した書類を添付してください。

3従業者の員数については, 総数を記載してください。出張所等がある場合については, 当該出張所に従事する従

業者の員数との合計数を記載してください。

4当該指定地域密着型サービス以外のサービスを実施する場合には, 当該指定地域密着型サービス部分とそれ以外

のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください。 _5



0006

̃---̶

g#挺敦
;/.'

�!

'̶k

!

-; J

! .

s ;

�J

--! � . L:

J

- - .�Hよ

!
f

---J, I d

'」I_i し

i 想黎報摩蘇Iま斑Yg̶A祉動摩毅
I ms I

まOOOt
ie
握

0009

-覇 g

0009

I I

ooog

I

、" OW(�

I-

I̶ h v

4 .� \み
s へ$-

I

! .°ボ@ \,

'i -LJ1ス
I ・I g
; s\5

,づいム �

"
J

\
'1�N I

j ・1_

w §ま
-<

r̃

i ・I

お �レ -�

ま,l-5 I 1-13
l'̃ Ojll aszc II れ1

§ ビほ
J{

!R 十

\!

つr" ̃シ
..-..・' \』

‘�_.-二.0 1

おj
ス0 "

,'・

.̶3s
I

t ぺ
\

' Iチ
-<* **��frs*h J ' r I'Y'

y ;Jll
�, ・姿ふ‘,I
資U ̃§[..� Dll

§'. s睡
リ廣 細 こ

i »! w
も B

博 SB

I i s rl

ーロー① ii
ogな

D 181 脚
突 ‘も

B!w s .s
»c SSs ホ
e 糖
»!

n� 」ユC�-i¦.

̃J!
・s?====̶
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法人手続き中(案) -

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい運営規程

(指定地域密着型通所介護事業所・指定従前相当サービス及び通所型サービスA事業

所)

平成12年4月1口

程第16号

改正’平成17年3月1日規程第2号

改正, 平成17年10月1日規程第8号

改正.平成18年4月1日規程第5号

改正.〒成20年5月1日規程第1号

改正.平成24年4バ1日規程第16き

改正, 平成27年8月IR規程第12号

改正・平成29年4月1日規程第6号

改正.平成30年5バ1日規程第6号

改正.平成30年8月1日規程第13号

改正.令和4年4月1日規程第1号

(事業の目的)

第1条この規程は、国分寺市高齢者ぴ宅サービスセンターふれあい(以下「事業所」とい

う。)が実施する地域密着型通所介護・従前相当サービス及び通所型サービスA (以下「地

域密着型通所介護等jという。)の各事業所の運営及び管理に関し, 必要な事項を定め、事

業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態の利用者に対

し、適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

(平成1了年規程第2号.平成18年規程第5号’平成29年規程第6号.--部改正)

(事業所の目的)

第2条事業所は, 平成6年3月策定の国分斤市地域保健福祉計両の基本理念①安心して暮

らせるまちづくり、②共に生きるまちづくり、③美しく使いやすいまちづくりに基づき開
設する。

事業所は、病状が安定し、在宅で生活している入院治療の必要ない要介護・要支援認定

を受けた方又は事業対象者に対し、通所による適正な介護支援サービスを提供する。

これは、通所事業所利巧者(以下「利用者jという。)力$、その保持する身体的・精神的

機能を最大限に活かして、可能な限りその在宅において自なした日常生活を営むことが出

来るように支援することを口的とする。

(平成17年規程第2号.平成29年規程第6巧.一部改正)

(運営方針)

第3条事業所は、次の方針で運営する。

(])利用者1人1人の個性やニーズを尊重し、可能な限りそれらを生かしたザービス提

8-



供に努める。

(2)利用者が家庭で毎日を明るく安心して暮らせるよう、食事・入浴等の各種介護サー

ビスやレクリェーション活動等の福祉サービス及び健康状態の確認や日常生活に根ざ

した機能回復訓練等を提供し、その自立生活を支援する。

(3)利用者が在宅での生活を快適に維持でき、かつ介護を必要とする高齢者を抱えてい

る家族の心身負担を軽減できるよう在宅介護を支援する。

(4)家庭的な雰囲気の中、利用者相互の「ふれあい」を大切にすると同時に、教育・啓

発活動や各種行事等を通じて、地城住民との交流に努める。

(5)これらを実践するため、職員の自己研鎭と能力の向上を支援する。

(地域との速携)

第4条事業所の運営にあたっては、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、

指定居宅サービス事業者、介護保険施設、関係行政機関、医療機関、地域住民、地元企業、

その他保健団体等との連携を図り、給☆的なサービスの提供に努める。

2指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表

者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護につい

て知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」とい

う。)を設置し、おおむね6巧に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、速営推

進会議による評価を受けるとともに, 運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を

設ける。‘

3事業所は、前項の報告、評価、要望, 助言等についての記錄を作成するとともに当該記

錄を公表するものとする。 �

(平成18年規程第5号・ ・部改正)

(事業所の名称等)

第5条事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1名称国分寺市高齢者在宅サービスセンタ'ふれあい

2所在地国分寺市泉町二丁口 3番8号

(定員)

第6条事業所の定員は次のとおりとする。

利用定員15名(地域密着型通所介護と従前相当サービス14名、通所型サービスA

1名)

(平成18年規程第5弓.ギ成20年規程第1号’平成29年規程第6号.平成30年規程第6号.一部改正)

(利用者の範囲)

第7条利用者の範囲は国分寺市の条例に定めるほか、関係法令等の定めによる。

(平成17年規程第6号.--部改止)

(職員の定数)

第8条事業所に次の職員を置く。

管理者 1名
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看護職員

(看護師.准看護師) 1名以上
介護職員

(介護福祉士 ’訪問介護員1・ 2級)1名以上

生活相談員

機能訓錬指導員

事務員

1名以上

1名以上

1名以内

機能訓練指導員を兼務

生活相談員兼務職員を含む

介護兼務職員を含む

看護職員が兼務

その他職員 必要最少人数

(平成17年規程第2号・平成2 0年規程第1号.一部改正)

(職員の職務分掌)

第9条管理者は事業所の業務を統括し、’関係法規を遵守し、事業所のg的達成に努める。

2看護職員は、利用者の看護.介護業務をむう。

3介護職員は、利用者の介護業務を行う。

4生活相談員は、利用者及びその家族との相談.生活指導, 身ヒ調査.通所型サービス計

画・地域密着型通所介護計画(以下「通所介護等計画」という。)の作成、行事の企画並び

にボランティア受け入れ等の業務を行う。

5機能訓練指導員は、利用者の口常化活動作等をチェックし、生活援助ケアとしての機能
回復訓練を行う。

6事務員は、総務、庶務及び経理事務を斤う。 �

7その他の職員は、管理者の指ボする業務に従事する。

(平成17年模程第2号.平成18年規程第5号.▼成29年規程第6号.’部改正)

(営業日及び営業時間)

第10条事業所の営業B、営業時間は次のとおりとする。

(1)営業口月曜日～i曜日(ただし、国民の祝Hに関する法律(昭和23年法律第178

号)に規定する休日、1月2日・3日, 12月29日から同月3 1日までを除く。)

- (2)常業時間/I'・前8時3 0分～午後5時3 0分まで

(3)サービス提供時間午前9時0 0分～午後5時0 0分まで

2管理者は、行事の開催、気象条件等によっては、緊急の場合を除き、あらかじめ調整の

ヒ営業日及び営業時間の変更及び中止をすることが出来る。

(平成17年規程第2号’一部改正)

(会議)

第11条管理者は次の定例会議を召集し、運営する。

(1)サービス担当者会議月1回開催し、利用者の情報交換、通所介護等計画の確認、

今後の方針決おを行う。

メンバー生活相談員、看護介護職員, その他管理者の指名した者

(2)運営会議月1回開催し、施設運営上の諸問題を検討する。
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メンバー管理者、生活相談員, その他管理者の指名した者

(3)その他施設運営の必要に応じ, 開催日・ メンバーを決め、開催する。

(平成17年規程第2号・迫加) �

(サービスの内容)

第12条事業所は、地域包括支援センターが作成した介護予防サービス計画・支援計画、あ

るいは、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等が作成した「居宅サービス計画jに基

づき通所介護等計両を作成する。事業所のサービスは通所介護等計圃に基づき提供する。

ただし、緊急を要する場合にあっては、「介護予防サービス・支援計画」「居宅サービス訃

画」作成前であっても同様のサービスを提供することができる。

(1)身体介護サービス

日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。

①排池の介助

②移動, 移乗の介助

③その他必要な身体の介護

(2)入浴サービス

家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。

①衣類着脱の介護

②身体の清拭、整髮、洗身

③その他必要な入浴の介助

(3)食事サービス

利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。

①食事の準備、配膳下膳の介助

②食事摂取の介助

③その他必要な食事の介助

(4)機能訓練

体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及びH常生活に必要な基本的動作を獲得す

るための訓練を行う。

(5)趣味.生きがい括動サービス

利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、趣味・生

きがい活動サーピスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受

容, 心身機能の維持・向h, 口信の回復や情緒安定を因る。

①レクリェーシヨン

②音楽活動

③製作活動

④行事的活動

⑤体操

⑥養護
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(6)送迎サービス

送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には地域密着型通

所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。

①移動, 移乗動作の介助

②送迎

(7)相談.助言

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助善を行う。

①疾病や障害に関する理解を深めるための相談.助言

②口常生活動作や具体的な介護方法に関する相談・助言

③自助具や福祉機器、住宅環境の整備に閲する相談・助言

④その他在宅生活全般にわたる必要な相談・助言

(8)その他

①低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に、低栄養状態の改善を目的とし

て個別的に実施する栄養指導

②口腔機能が低下している又はおそれのある利用者に、口腔機能の改善を目的に個

別的に実施する口腔機能指導

(平成17年規程第2号’T成18年規程第5号’’ボ成29年規程第6号・一部改正)

(運営規程等の説明及び同意)

第13条指定地城密着型通所介護等サービスの提供に際し, あらかじめ利用申込者又は

その家族に対し、運営規程の概要、その他サービスの選択に必要な重要事項を記した

,文書を交付して説明を行い, 同意を得る。

(平成17年規程第z号’-部改正)

(指定居宅介護支援事業者との連携等)

第14条地域密着型通所介護等サービスの提供にあたっては、指定居宅介護支援事業者が開

催するサービス担ま者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他

の保健.医療.福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

2利巧者の生活状況の変化、サービス利用方法.内容の変更希望があった場を、当該利用

者に係る指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに, 綿密な連携に努める。

3正当な理由なく地域密着型通所介護等サービスの提供を拒まない。ただし、通常の事業

実施地域等を勘案し、利用ホ込者に対して, 適切な地域密着型通所介護等サービスの提供

が困難と認めた場合、当該利用者に係る指定店宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置

を講ずる。

(通所介護等計画の作成等)

第15条地域密着型通所介護等サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希

望及びそのおかれて1 �る状況並びに家族介護者の状況をI-分把握し, 通所介護等計画を作成

する。

2通所介護等計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族に対し、当該訃画を交付す

るとともに、内容を交付・説明し、同意を得る。
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3利用者に対し、通所介護等計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、サービス

の実施状況及び目標達成の記録を行ろとともに、継続的にサービスの管理、評価を行う。

(サービスの提供記錄の記載) �

第16条事業所職員は、地域密着型通所介護等サービスを提供した際には、その提供日.内

容、当該地域密着型通所介護等サービスについて, 介護保険法第41条第6項または法第

53条等の規定により、利用者にかわって支仏いを受ける保険給付の額、その他必要な記録

を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。

(ず成13年規程第5斤.--'部改正)

(地域密着型通所介護等の利用料等及び支払いの方法)

第17条地域密着型通所介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は

ホ‘が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護等が法定代理受領に該5するサ

ービスであるときは、各利用者の「介護保険負担割合証」に記載の割合に応じた額とする。

2第18条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、通常の営業日及び営業時間帯

を越えて地城密着型通所介護等を提供する場合の利用料、食費、おむつ代、H用品費等に

ついては、別に定める費用を徵収する。

3第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事

前に文書で説明したhで、支払いに関する同意を得る。

4第1項及び第2項の費用は、事業所の定める期Hに別途契約書で指定する方法により納

入することとする。

(平成17年規程第2号’平成17年規程第8号・ギ成18年規程第5号’ボ成27年規程第12号’平成29平規ほ第6

斤・平成30年規程第13号・ ・部改ェ)

(通常事業の実施地域)

第18条通常の事業実施地域は、国分寺市の市制区域内とする。

(契約書の作成)

第19条地域密着型通所介護等サービスの提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業

内容の詳細について、利用者及びその家族に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上

で署名(記名押印)を受けることとする。

(利用者の守るべき事項)

第20条利用者が当該事業所のサービス提供を求めるときには、介護保険.医療保険の各披

保険者証を提示して、披保険者資格等を明らかにしなければならない。

2利用者は事業所の諸規程を遵守し、菅理者その他職員の指導又は指示に従って共同生活

の秩序を守り、相互の和に努めなければならない。

3利用者は身の阿りの清潔、霞理、整頓、その他環境衛生の保持に努めなけれはならない。

4利用者の身卜.に関する重要な事項に変更があったときには、速やかに管理者に書面にて

賊け出なければならない。. �

5利用者が事業所の規律に違反した場合、又は他の利用者へ迷惑をかけた場合は、退所を

命ずることが出来る。

6利用者は、故意又は過失により事業所の設備及び備品に損害を与え, 又は無断で形状を

-13



変更したときには、その損害を賠償しなければならない。

7利用者が所持する物品については、自らの責任において管理しなけれはならない。

(ボ成17年規程第2号..部改ェ)

(事業所禁止事項)

第21条利用者は事業所内で次の行為をしてはならない。

(1)宗教や習慣の相違などで他人を排撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵す

こと。

(2)指定した場所.時間以外での飲酒, 喫煙や火気を後うこと。

(3)金銭又は物品め頼みごとをすること。

(4)金銭又は物品で賭け事をすること。

(5)事業所内の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(6)その他管理者の指示したこと。

(衛生管理等) �

第22条利用者の使用する施設、設備、備品については衛生的な管理に努め、必要な措置を

講ずるとともに、医藥品及び医療器具等の適切な管理に努めるものとする。

2地域密着型通所介護等従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得を計るとともに、

年1回以上の健康検診を受診させるものとする。

3事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に揭げる措置を講じ

るものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を檢射する委員会(テ

レビ電話装置等を活巧して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開

催するとともに、その結果について、従業者に周知撤底を図る。

(2)事業所における感染症ので防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、從業者に対し、感染症のチ防及びまん延の防止のための研修及び

訓錬を定期的に実施する。’

(サービス利用にあたっての留意事項)

第23条利用者が浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、地城密着型通所介護等従事者立

会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し、安全

指導を図る。

(秘密保持)

第24条事業所職員は, その知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。

また1事業所職員であった者が、その業務ヒ知り得た秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講ずる。

2サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を得ることとする。

(平成18年規程第5号’-部改II-:)

(苦情処理)

第25条管理者は、提供した地域密着型通所介護等に関する利用者からの苦情に対して、迅
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速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、

利用者及びその家族に説明するとともに、その内容等を記錄するものとする。

(緊急時等における対応方法)

第26条地域密着型通所介護等の実施中に、利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生

じたときは、速やかに管理者に速絡し必要な措置を講ずるとともに、主治医に報告する。

(事故発生時の対応)

第27条利用者に対する地域密着型通所介護等サービスの提供により事故が発生した場合

には、速やかに利用者の家族等に速絡するとともに、必要な措置を講ずる。また、遅滞

なく市町村等に報告する。

2事故の状況や処置等は記錄するものとする。

3利用者に対する地城密着型通所介護等サービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合には損害賠償を行う。ただし、事業所の責に帰さない理由による場合は、この服りで

はない。

(▼成17年規程第2斤・一部改正)

(非常災害対策)

第28条管理者は、非常災害時における利用者及び職員の安全確保を図るため、消防計画を

作成し、計画的に防災訓練を実施すると同時に設備点検.整備を実施し、利用者の安全確

保に万全の対策を講じなければならない。

(1)防災責任者管理者

(2)防災訓練 年2回

(3)避難訓練 年2回

(4)通報訓練 年2回

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第28条の2

事業者は虐待の発生又はその再発を防止するため, 次の各号に定める措置を講じるものと

する。

(1)虐待の防止のための対策を検おする要員会を定期的に開催し1その結果を従業者に周

知徹底を図るものとする。

(2)虐待の防止のための指針を整備するものとする。

(3)虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。

(4)前3項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。

2事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、ポ町村が行う虐待等に対す

る調査等に協力するよう努める。

(従事者研修)

第29条従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、業務体制を整備する。

(1)採用時研修採用後2か月以内

(2)継続研修’年2回以上

(記録の整備)
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第30条事業所には、次の害類を備えなければならない。

(1)管理

①事業日誌(ディサービス日誌、送迎口誌、通所チ約表等)

②職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録

③事業計画並びに実施状況

④管理運営に関する記録

⑤関係官公署に対する報告書等

(2)看護.介護、その他サービスに関する記録

①通所介護等計画

②利用者の台帳(病歴、生活歴、家族状況, 緊急連絡先等)

③看護、介護、機能訓練等の記錄

④献立、食事に関する記錄

⑤事業所内の行事に関する記録

⑥会計、経理に関する記録

⑦請求控え票 �

⑧苦情の内容等の記錄

⑨事故発生時の記錄

(3)文書の保管期限は法定期間等とし、定めのないものについては当該年度終了後2年

とする。

(平成17年規程第2巧.-部改正) �

(要介護認定の申請に関する援助)

第31条要介護認定を受けていない通所申込者について、要介護認定申請が行われていない

ときには、事業所は1夕込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行う。

2事業所は、利用者の要介護認定更新申請が、現な受けている要介護認定の有効期間満ア

の3 0 s前にはホ請が行われるよう必要な援助を行う。

(その他運営に関する重要事項)

第32条この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は国分寺市と-般財団法人国

分寺市健康福祉サービス協会との協議に基づいて定める。

(平成24年規程第16号・一部改正)

附則

この規程は、平成12年4月1Rより施行する。

附・則

この規程は、平成17年3月1Bより施行する。

附則

この規程は、平成17年10月1Hより施行する。

附則
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この規程は、平成18年4月26日より施ずテし、平成18年4月1日より適用する。

附則

この規程は、平成2 0年5月2 8日より施行し、平成2 0年5月1日より適用する(

附則

この規程は、平成2 4年4月1口から施行する。

附則

この規程は、平成2 7年8月6日より施行し, 平成2 7年8月]日より適用する。

附則

この規程は、平成2 9年4月1日から施むする。

附則

この規程は、平成3 0年5巧1日から施行する。 �

附則

この規程は、平成3 0年8月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1Rから施斤する。
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(参考様式5)

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

事業所又は施設名 高齢者在宅サービスセンターふれあい

申請するサービス種類 地域密着型通所介護

措置の概要

1利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口 (連絡先)、担当者の設置

①連絡先042-321-3531
②担当者名小島加奈恵
③受付時間月曜から金曜9時̃17時
④担当者不在の場合は次に上げる窓口でも封応する
a国分寺市健康福祉サービス協会
b国分寺市福祉部高齢福祉課介護保険係
e東京都国民健康保険団体連合会介護相談窓口

電話042-321-5806
電話042-321-1301
電話03-6238-0177

2円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制'手順

①苦情の把握について
電話'fax'メづレ’目安箱等によリ幅広〈行う。

②対応
申立人が明確な場合は苦情受付担当者から連絡をとり、内容の確認を行う。
すべての件について、速やかに受付担当者から苦情解決責任者に苦情受付票により報告する。

③検討会の開催
施設で対応できない苦情については、当協会の理事長が委嘱する外部の有識者で構成する苦情処理委員会
に申し立てを行う。
④事美関係の把握

・事実関係は、当該職員だけでなく、他職員や利用者にも確認し、正確な状況把握に努める
-利用者や家族、職員の話を鶴�みにせず、客観的な事実関係の把握に努める。

⑤改善の実施
-家族の要望、利用者の現状、施設対応の範囲を十分確認した上で、介護保険制度の中で、
どのようなサービスが利用者に最適なの力、、施設での計画は何を優先すべきなのかを再確認ずる。
.問題解決にはどうすればいいか、社会資源けービス)を含めて対応を考える

⑥再発防止
受けた苦情について法人内で共有し、リスクマネジメント委員会において事故の予防や事故発生時の対応策

について検討し再発防止に努める。

4その他参考事項

月に1回法人内で開催する運営会議において、各職種の代表者が集まり、苦情内容の共有と原因の分析、再
発防止策について協議する。

備考上の事項は例示であり, これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記して〈ださい
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